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はじめに 

ここ近年、障がい者を取り巻く状況は大きく変化しておりま
す。平成 年に施行された障害者自立支援法は平成２５年に
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律」に名称を変更し、対象に難病患者が加わるなどの改正が
行われました。また、平成 年６月に障害を理由とする差別
の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）が公布され、
不当な差別的取扱いと合理的配慮の不提供が禁止されました。 

このように社会情勢や福祉制度が変化していく中、障がい者一人ひとりが自立した
生活を送るための必要なサービスの提供及び適切な利用を推進するため、第１期から
第３期の「ふじみ野市障がい福祉計画」の障がい福祉サービス及び地域生活支援事業
の課題や実績を検証し、さらに国の方針を踏まえ、「第４期ふじみ野市障がい福祉計画」
を策定いたしました。近年、発達障がいに関する相談が増加しており、早期発見・早
期療育をすることで成長に大きな変化が期待できます。そこで市では、幼児期から学
校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する社会資源として、平成 年
４月に「ふじみ野市児童発育・発達支援センター」を開設いたします。今後において
は、この計画に掲げた項目について定期的に調査・分析及び評価を行ってまいります。 

結びに、本計画の策定にあたり貴重なご意見をいただきましたふじみ野市地域自立
支援協議会の委員の皆様をはじめ、アンケート調査や団体ヒアリング、またパブリッ
クコメントにご意見をいただきました多くの関係団体の皆様や市民の皆様に心より感
謝を申し上げます。 

平成 年３月
 

ふじみ野市長 高 畑   博 
 

 

このような感じ
で、印刷の時に印
刷屋さんに頼みと
レミングします 





 

 
 

目 次
 
第 1 章 計 画 の 概 要 ................................................................................................................ 1 
１ 計画策定の背景 ....................................................................................................................... 3 
２ 計画の位置づけと期間 ............................................................................................................. 4 
（１）計画の位置づけ .................................................................................................................... 4 
（２）計画の期間 ........................................................................................................................... 5 
（３）計画の対象者 ....................................................................................................................... 6 
３ サービス体系と支援区分 ......................................................................................................... 7 
（１）サービス体系 ....................................................................................................................... 7 
（２）支援区分 .............................................................................................................................. 8 

 
第２章 障がい者（児）の現状 .................................................................................................... 11 
１ 人口と障害者手帳交付状況 .................................................................................................... 13 
（１）人口の推移と高齢化の進行 ................................................................................................ 13 
（２）障がい者（児）について .................................................................................................... 15 
（３）手帳交付者の推移 .............................................................................................................. 16 
２ 障がい児の就学及び卒業後の進路 ......................................................................................... 23 
（１）就学の状況 ......................................................................................................................... 23 
（２）卒業後の進路 ..................................................................................................................... 24 

 
第３章 障がい福祉計画の進捗状況と見込量 ................................................................................ 25 
１ 障害福祉サービスに関する数値目標 ...................................................................................... 27 
（１）福祉施設入所者の地域生活への移行 .................................................................................. 27 
（２）入院中の精神障がい者の地域生活への移行 ........................................................................ 29 
（３）地域生活支援拠点の整備 .................................................................................................... 30 
（４）福祉施設から一般就労への移行 ......................................................................................... 31 
２ 障害福祉サービスの進捗状況と見込み量 ............................................................................... 33 
（１）訪問系サービス .................................................................................................................. 33 
（２）日中活動系サービス ........................................................................................................... 35 
（３）居住系サービス .................................................................................................................. 37 
（４）相談支援 ............................................................................................................................ 38 
（５）児童福祉法のサービス ....................................................................................................... 39 
３ 地域生活支援事業の進捗状況と見込み量 ............................................................................... 41 
（１）相談支援事業 ..................................................................................................................... 41 
（２）意思疎通支援事業 .............................................................................................................. 43 



 

 
 

第 章
計 画 の 概 要

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  第１９回ふれあい広場ポスター作品募集 優秀作品 

 

 
 

（３）日常生活用具給付等事業 .................................................................................................... 44 
（４）移動支援事業 ..................................................................................................................... 46 
（５）地域活動支援センター事業 ................................................................................................ 47 
（６）理解促進研修・啓発事業 .................................................................................................... 48 
（７）自発的活動支援事業 ........................................................................................................... 49 
（８）その他任意事業 .................................................................................................................. 50 

 
第４章 第 4 期障がい福祉計画の推進体制 ................................................................................... 51 
１ 計画の推進のために .............................................................................................................. 53 
（１）計画の進行管理 .................................................................................................................. 53 
（２）庁内の推進体制の整備 ....................................................................................................... 54 
（３）障がい者のニーズ把握と施策への反映 ............................................................................... 54 

 
第５章 資料 ............................................................................................................................... 55 
１ 計画策定から公表までの経緯 ................................................................................................ 57 
２ ふじみ野市地域自立支援協議会 ............................................................................................. 59 
（１）ふじみ野市地域自立支援協議会条例 .................................................................................. 59 
（２）名簿 .................................................................................................................................... 61 
３ 市内の障がい福祉施設 ........................................................................................................... 62  

 
 

 
 
 



 

 
 

第 章
計 画 の 概 要

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  第１９回ふれあい広場ポスター作品募集 優秀作品 



 

3 
 

１ 計画策定の背景

平成 年 月に障害者自立支援法が施行されて、市では、平成 年 月に「第 期
ふじみ野市障害福祉計画」、平成 年 月に「第 期ふじみ野市障がい福祉計画」、平成

年 月に「第 期ふじみ野市障がい福祉計画」を策定し、計画的に推進してきました。
その間、障がい福祉に関わる制度の改革が進められ、平成 年 月には障害者基本法が
改正され、平成 年 月には「障害者自立支援法」に代わり新たな法として「障害者総
合支援法」が成立しました。
「障害者総合支援法」では、①障害者の範囲が拡大し、身体障がい者、知的障がい者、

精神障がい者（発達障がい、高次脳機能障がいを含む）のほかに、難病等を加えること、
②重度訪問介護の対象拡大、③ケアホームのグループホームへの一元化などの改革が行わ
れました。
市は、地域の障がい者の方に最も身近な自治体として、一連の制度改正に的確に対応す

るとともに、児童福祉法に基づくサービスなど、障害者総合支援法に規定される以外の各
種サービスについても必要な施策を充実していきます。
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２ 計画の位置づけと期間
（１）計画の位置づけ 

本計画は、障害者総合支援法において策定を定められている市町村障害福祉計画であり、
国の基本指針及び県の考え方に即し、障害福祉サービスよる支援に加えて、地域生活支援
事業その他の必要な支援を総合的に行うことを目的としています。
また、市の障害福祉サービスに係わる計画として、市の障がい者福祉に関わる他の計画

との整合性を保ちます。

図 「第 期ふじみ野市障がい福祉計画」の位置づけ

ふじみ野市障がい者基本計画

ふじみ野市地域福祉計画

ふじみ野市総合振興計画
基本構想・基本計画

障害者基本計画（国）

障害者支援計画（埼玉県）

第６期ふじみ野市高齢者保
健福祉計画及び介護保険事

業計画

ふじみ野市子ども・
子育て支援事業計画

ふじみ野市
地域防災計画

主な関連計画

 第 期ふじみ野市障がい福祉計画
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（２）計画の期間 
本計画は平成 年度から平成 年度の３年間の計画です。
また、今後、国の動向に伴い、本計画に具体的な影響のある法律や制度などについて改

正があった場合は、必要に応じて見直しを行います。

図 本計画の期間と他計画との関係
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（３）計画の対象者 
本計画は、身体障がい、知的障がい、精神障がい、高次脳機能障がい、発達障がい、難

病等の障がいのある方を対象とし、地域で安心して暮らせるためのサービスを提供します。

■用語解説
高次脳機能障がい・・・・・交通事故や脳卒中によって脳に傷がついた場合、言語・思考・記憶

行為・学習・注意などの能力に障がいが生じることがあります。生
じた症状のことをまとめて高次脳機能障がいといいます。高次脳機
能障がい者の方は器質性精神障がい者として、精神障害者保健福祉
手帳及び自立支援医療費（精神通院医療）等の制度を利用すること
ができます。 

発達障がい・・・・・・・・発達障がいとは、発達障害者支援法には「自閉症、アスペルガー症
候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その
他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢にお
いて発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。 

難病・・・・・・・・・・・平成 年４月から障害者総合支援法に定める障がい児・者の対象
に、難病等が加わり、障害福祉サービス、相談支援等の対象となり
ました。障害者総合支援法では「治療方法が確立されていない疾病
その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度
が厚生労働大臣が定める程度である者」と規定されています。   
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３ サービス体系と支援区分
（１）サービス体系 

  
  

 
 

 
 

  
 

 
  

             
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  ・相談支援 ・意思疎通支援事業 ・日常生活用具給付事業 
・移動支援事業 ・地域活動支援センター事業等 

・広域支援 ・人材育成    ・専門性の高い相談支援等

地域生活支援事業 
 

支援 

埼玉県 

・更生医療 
・育成医療 
・精神通院医療 
（県実施）

自立支援医療 

・自立訓練 
（機能・生活） 

・就労移行支援 
・就労継続支援
（Ａ・Ｂ） 

・共同生活援助

訓練等給付 

・義肢 ・装具  
・盲人安全つえ 
・車いす ・義眼 
・補聴器等

補装具 

・居宅介護 
・重度訪問介護 
・同行援護 
・行動援護 
・療養介護 
・生活介護 
・短期入所 
・重度障害者等包
括支援

・施設入所支援 
・障害児通所支援 
（児童福祉法）

介護給付 

・計画相談支援 
・地域相談支援 
（移行・定着）  

・障害児相談支援
（児童福祉法） 

相談支援給付 

 
 
 
 
障がい者・児 

ふじみ野市 

自立支援給付 
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（２）支援区分 

① 障害程度区分から支援区分に変更
従来、障害者自立支援法の下、「障害程度」とされていたものが、平成 年４月１日に

施行された障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正によ
り、「障害支援区分」に名称が変更されました。
障害支援区分とは、障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、「障がいの程度（重

さ）」ではなく、標準的な支援の必要の度合を示す区分であることを分かりやすい表現にす
るため名称が変更されました。障がい者の心身の状態を総合的に表す区分であり、市町村
がサービスの種類や量を決定する際に勘案する事項の一つです。

② 主な変更点
障がいの特性により配慮した支援内容にするため、内容が変更され、主なものは以下に

示すものです。
＜重度訪問介護の対象の拡大＞ 

重度訪問介護の対象者を、「重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要す
るものとして厚生労働省令で定めるもの」とし、厚生労働省令において、現行の重度の肢
体不自由者に加え、重度の知的障がい者・精神障がい者に対象が拡大されました。

＜共同生活介護（ケアホーム）を共同生活援助 (グループホーム）に統合＞ 
障がい者の地域移行を促進するために、地域生活の基盤となる住まいの場の確保を促進

するため、共同生活を行う住居でのケアが柔軟にできるよう、共同生活介護（ケアホーム）
を共同生活援助 グループホーム）に統合されました。グループホームへの一元化に併せ
て、個々の利用者の状態像に応じて柔軟かつ効率的なサービス提供が可能となるよう、グ
ループホームの新たな支援形態の つとして、外部の居宅介護事業者と連携すること等に
より利用者の状態に応じた柔軟なサービス提供を行うことが出来るようになりました。

＜『サテライト型住居』の仕組みの創設＞ 
また、共同生活を営むというグループホームの趣旨を踏まえ、 人で暮らしたいという

ニーズにも応えつつ、地域における多様な住まいの場を増やしていく観点から、本体住居
との連携を前提とした『サテライト型住居』の仕組みの創設がされました。

＜地域移行支援の対象が拡大＞ 
地域生活への移行のために支援を必要とする者を広く地域移行支援の対象とする観点か

ら地域移行支援の対象が拡大されました。それは、現行の障害者支援施設等に入所してい
る障がい者又は精神科病院に入院している精神障がい者に加えて、その他の地域における
生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものが
追加されました。
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表 障害支援区分により利用できるサービス
サービスの

種類 非該当 区分１ 区分２ 区分 区分 区分５ 区分６

居宅介護  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

重度訪問介護     〇 〇 〇 

行動援護    〇 〇 〇 〇 
重度障害者包

括支援       〇 

同行援護 △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 

生活介護   △ △ 〇 〇 〇 

療養介護      〇 〇 

短期入所  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

グループホーム 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

施設入所支援    △ 〇 〇 〇 

訓練等給付
（自立訓練・
就労支援等）

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

※△は一部条件があり 

※障害支援区分とは、障がいの多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す 
６段階の区分（区分１～６：区分６の方が必要とされる支援の度合いが高い）です。 

③ 障害者総合支援法に基づく障害支援区分の判定方法等の改正点 
＜障害者自立支援法での判定方式等の問題点＞ 

これまでの障害者自立支援法に基づく「障害程度区分」での判定方式は、以下のような
問題が指摘されていました。

○ 知的障がい者や精神障がい者について、コンピューターによる一次判定で低く判定される傾向が
あり、市町村審査会による二次判定で引き上げられている割合が高く、その特性を反映できてい
ないのではないか、との課題が指摘されている。 

○ 知的･精神･発達障がい等を中心に、障がい特性をより反映できる認定調査項目が必要。 
○ 「できたりできなかったりする場合」の「できない場合」が一次判定で評価されにくい。 
○ 行動障害や精神面に関する認定調査項目が一次判定において活用（評価）されていない。 
○ 二次判定（市町村審査会）において、一次判定結果を引き上げる割合は、各地域において差が生

じている。 
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（２）支援区分 
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＜障害者総合支援法での判定方式等の改正点＞ 
主な改正点は、以下のものです。

表 判定方式等の見直し及び方法

見直しの内容 方 法

認定調査項目の見直し
（１０６項目⇒ 項目）

①新規認定項目の追加（ 項目）
○健康･栄養管理：「体調を良好な状態に保つために必要な健
康面･栄養面の支援」を評価

○危険の認識：「危険や異常を認識し安全な行動を行えない場
合の支援」を評価

○読み書き：「文章を読むこと、書くことに関する支援」を評
価

○感覚過敏･感覚鈍麻：「発達障がい等に伴い感覚が過度に敏
感、過度に鈍くなることの有無」を確認

○集団への不適応：「集団に適応できないことの有無やその頻
度」を確認

○多飲水･過飲水：「水中毒になる危険が生じるほどの多飲水･
過飲水の有無やその頻度」を確認

※その他、既存の認定調査項目における評価内容（評価範囲）
の見直しを実施。

②認定調査項目の統合･削除
○認定調査時における障害者等の負担軽減を図るため、評価
が重複する認定調査項目等を統合（ 項目→７項目）・削
除（ 項目）。

判定基準の見直し ○「できたりできなかったりする場合」は、「できない状況（支
援が必要な状況）」に基づき判断。

新たな判定式
（コンピューター判定式）の
構築

①考え方・導入のねらい
○「障害支援区分」は認定調査項目をコンピューターに取り
込んで判定を行う。

○全国一律のコンピューター判定式で評価することにより二
次判定で引き上げる割合の地域差を解消する。

②方法
○平成 年度～ 年度の認定データ（約 件）から、
申請者と同じ状態像にある障害者の二次判定結果を抽出。

○抽出データのうち、最も確率の高い区分（二次判定結果）
を障害支援区分の一次判定結果とする。

※厚生労働省「障害者総合支援法における「障害支援区分」への見直し」を参考に整理 
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１ 人口と障害者手帳交付状況
（１）人口の推移と高齢化の進行 

ふじみ野市の人口は、緩やかな増加傾向にあります。
この間の人口構造の特徴は、 歳未満の年少人口、及び、 歳～ ５歳未満の生産年齢

人口の減少と 歳以上の高齢人口の増加です。
高齢人口は市全人口の ％（平成 年 月 日）を占めます。また、高齢人口が増

加するに伴い、 歳以上の後期高齢人口も増加しています。後期高齢人口は、高齢人口の
割強を占めています。

図 市の総人口数の推移（人口３区分）

各年 月 日現在
注）人口３区分 年少： 歳未満、生産年齢： 歳～ 歳、高齢者： 歳以上

平成 年

（ 年）

平成 年

（ 年）

平成 年

（ 年）

平成 年

（ 年）

平成 年

（ 年）

平成 年

（ 年）

年少人口 生産年齢人口 高齢者人口

（人）

108,935105,783 107,205 107,740 110,121106,601



13

 

13 
 

１ 人口と障害者手帳交付状況
（１）人口の推移と高齢化の進行 

ふじみ野市の人口は、緩やかな増加傾向にあります。
この間の人口構造の特徴は、 歳未満の年少人口、及び、 歳～ ５歳未満の生産年齢

人口の減少と 歳以上の高齢人口の増加です。
高齢人口は市全人口の ％（平成 年 月 日）を占めます。また、高齢人口が増

加するに伴い、 歳以上の後期高齢人口も増加しています。後期高齢人口は、高齢人口の
割強を占めています。

図 市の総人口数の推移（人口３区分）

各年 月 日現在
注）人口３区分 年少： 歳未満、生産年齢： 歳～ 歳、高齢者： 歳以上

平成 年

（ 年）

平成 年

（ 年）

平成 年

（ 年）

平成 年

（ 年）

平成 年

（ 年）

平成 年

（ 年）

年少人口 生産年齢人口 高齢者人口

（人）

108,935105,783 107,205 107,740 110,121106,601



14

 

14 
 

図 人口構成比の推移

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各年 月 日現在
注）年少： 歳未満、生産年齢： 歳～ 歳、高齢者： 歳以上

（後期高齢者： 歳以上。後期高齢者は、高齢者人口の内数）
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（２）障がい者（児）について 
平成 年に障害者基本法の一部が改正され、その第２条で「身体障害、知的障害、精

神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）があ
る者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を
受ける状態にあるものをいう。」とし、発達障がいが新たに含まれました。また、国際連合
の定義では、障害者の権利宣言（ ）（
年（昭和 年）決議）では「『障害者』という言葉は先天的か否かにかかわらず、身体的
または精神的能力の欠如のために、普通の個人または社会生活に必要なことを、自分自身
で完全、または部分的に行うことができない人のことを意味する」と述べています。
平成 月 月にわが国は、国連「障害者権利条約」を批准し、障害者基本法と合わせ

て国際連合の定義が適用されることになります。
障がいの種類に対して、３種類の手帳があり、それらを取得することによって、障がい

の程度に応じて福 祉サービスを受けることができます。障がいの認定については、医師の
診断や専門家の審査・判定等 により手帳の交付が決定されます。なお、発達障がいに対し
ての手帳制度は、現在国の制度としてはありませんが、発達障害者支援法第二条第二項に
おいて「発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者」として定義さ
れています。

表 障害者手帳の種類

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、障がい程度（視覚障がい・聴覚障がい・平衡
機能障がい・音声、言語機能障がい・そしゃく機能障がい・肢体不
自由・心臓機能障がい・じん臓機能障がい・呼吸器機能障がい・ぼ
うこう直腸機能障がい・小腸機能障がい・免疫機能 障がい・肝臓
機能障がい）に該当すると認定された人に対し 交付されます。

療育手帳

生後から 歳未満の間に知的障がい（知能指数がおおむね 以
下）により、日常生活に支障が生じている人に対して交付されます。
申請は 歳以上でもできますが、 歳未満の時に知的障がいがあ
ったことが確認できた場合のみとなります。
なお、埼玉県では「みどりの手帳」と呼ばれています。

精神障害者保健福祉手帳
精神疾患がある人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生

活または社会生活への制約がある人に対して交付されます。
発達障がい・高次脳機能障がいの人も対象になります。
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自由・心臓機能障がい・じん臓機能障がい・呼吸器機能障がい・ぼ
うこう直腸機能障がい・小腸機能障がい・免疫機能 障がい・肝臓
機能障がい）に該当すると認定された人に対し 交付されます。

療育手帳

生後から 歳未満の間に知的障がい（知能指数がおおむね 以
下）により、日常生活に支障が生じている人に対して交付されます。
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なお、埼玉県では「みどりの手帳」と呼ばれています。
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発達障がい・高次脳機能障がいの人も対象になります。
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（３）手帳交付者の推移 

① 障がい者の手帳交付者数の推移
ふじみ野市の障がい者数（身体障害者手帳，療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付

者，重複含む）は，平成 年度では 人で，平成 年以降、徐々に増加の傾向に
あります。
人口に対する出現率は ％であり，市民の約 人に 人が身体，知的又は精神障が

いがあるという状況です。

図 障害者手帳交付数及び人口当たりの出現率

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各年度末現在 
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人口に占める身体・知的・精神障がい者の割合は、平成 年以降、いずれも増加傾向
にあります。特に精神障がい者の割合は，平成 年度以降、年々増加の傾向を示してい
ます。

図 障がい別の手帳交付数の推移及び伸び率

各年度末現在 
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② 身体障がい者 
身体障がい者数は、平成 年度では 人で，全障がい者の ％が身体障がい者

です。
交付数の年伸び率でみると、平成 年度に大きく減少したものの、平成 年度以降、

年々増加の傾向にあり、その伸びは年々大きくなっています。
平成 年度では身体障がい者の ％を肢体不自由と内部障がいの両者で占められて

います。この 年、音声・言語障がいと内部障がいの増加の伸びが大きくなっています。
図 身体障がい者交付数及び年伸び率
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図 身体障がいの内容別の年伸び率

各年度末現在 

身体障がい者の程度別の構成比をみると、平成 年度は、 級の人が を占め、
２級の人が 、 級の人が 、４級の人が 、 級の人が 、６級の
人が でした。それぞれの増加の伸びでは、１級の人の伸びが大きいです。

 
図 身体障がい者の程度別の交付数の推移

各年度末現在 
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③ 知的障がい者 
知的障がい者数（療育手帳交付者）は、平成 年度では 人です。
知的障がい者数の伸び率は，平成 年度での伸び率は他の年度に比べ低かったですが、

おおむね年 ～ ％前後の伸びを示しています。
平成 年度の知的障がいの程度の構成比は、最重度（ ）が 、重度（ ）が

、中度（ ）が 、軽度（Ｃ）が です。
増加の傾向では、特に、軽度（Ｃ）の人が、平成 年度に 人が、平成 年度には

人となり、この 年間に ％の増加を示しています。
 

図 療養手帳（知的障がい）の交付数と年伸び率

                                       各年度末現在 
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平成 年度の 歳未満の知的障がい児は 人で、知的障がいのある人の ％を
占めています。
知的障がい児は、平成 年度～ 年度の近年 年間は増加の傾向を示しています。障

がいの程度の構成比は、最重度（ ）が 、重度（ ）が 、中度（ ）が 、
軽度（Ｃ）が を占め、知的障がい全体と比較すると、 歳未満の知的障がい児で
は軽度（Ｃ）の占める割合が大きいです。

図 療育手帳（知的障がい） 障害の程度別の付数 歳未満）及び年伸び率

各年度末現在 
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④ 精神障がい者 
平成 年度の精神障がい者は 人です。精神障がい者数は絶対数は少ないものの、

平成 年度から平成 年度の 年間で約 倍に増加し、障がいの種類別の中でもそ
の伸びは大きいです。
精神障がい者の程度別の区分の構成比は、平成 年度には、１級は 、２級は 、

３級が でした。 級が精神障がい者全体の約 弱を占めます。

図 精神保健福祉手帳交付数及び年伸び率

各年度末現在 
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２ 障がい児の就学及び卒業後の進路
（１）就学の状況 

第 期障がい福祉計画策定時の、平成 年 月１日現在の特別支援学校の在籍者数は
人でした。
平成 年 月１日現在の特別支援学校の在籍者数は 人です。
特別支援学校は、視覚障がい者、聴覚障がい者、知的障がい者、肢体不自由者、または

病弱者（身体虚弱者を含む）に対して、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる
教育を施すとともに、障害による学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必
要な知識技能を授けることを目的としています（学校教育法第 条）。

表 特別支援学校在籍者数
（単位：人）

年度 小学部 中学部 高等部 計
平成 年
平成 年

※各年度 月１日現在

表 特別支援学級在籍者数
（単位：人）

年度 小学校 中学校 計
平成 年
平成 年

※各年度 月１日現在
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第３章 
障がい福祉計画の 
進捗状況と見込量 

  

印刷段階で新しい
ポスターからの写
真版に差し替えま

す。 

第１９回ふれあい広場ポスター作品募集 優秀作品 
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（２）卒業後の進路 
平成 年度における高等部の卒業者数は 人となっています。そのうち就職が 人、

就労移行支援が３人、就労継続支援Ｂ型が 人、生活介護が 人となっています。

表 卒業者の進路
（単位：人）

平成

年度

平成

年度

平成

年度

平成

年度

平成

年度

平成

年度

合計

進学

就職

職業訓練施設

就労移行支援

就労継続支援Ｂ型

生活介護

心身障害者地域デイケア

地域活動支援センター

民間施設

進路なし
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１ 障害福祉サービスに関する数値目標

本項では、国が定める基本指針及び県の考えに即して、平成 年度の数値目標を設定
します。

（１）福祉施設入所者の地域生活への移行 

➀ 第 3 期計画の目標値と実績 
第３期計画では、国や県では、平成 年 月１日時点の施設入所者数の３割以上が地

域生活への移行をめざすと いう方針でした。市においては、平成 年 月１日時点の
福祉施設入所者は 人ですが、第２期計画の目標値７人に対し、平成 年 月末で３人
にとどまっており、第 期計画の目標と同じ７人 の地域移行をめざしました。
第３期計画における「障害者入所施設から地域生活への移行」の進捗状況では、平成

年度末までの目標数７人に対して、平成 年 月 日での地域生活移行者数は０人とな
っています。

項目 人数 備考

施設入所者数 人 平成 年 月 日現在

地域生活移行者目標数 ７人 平成 年度末までの目標数

地域生活移行者数 ０人 平成 年 月 日実績
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② 成果目標と設定の考え方 

項目 人数 備考

施設入所者数 ３人 平成 年 月 日現在

目標値 人 平成 年度末までの目標数

目標設定に当たっての市の考え方
・下記国指針を踏まえ，平成 年度末時点の市の施設
入所者（ 人）の ％である 人を地域生活に移行
する者の数として設定。

国指針
（目標値設定に当たっての指針）

・平成 年度末時点での施設入所者の ％以上が地
域生活へ移行することとするとともに、これに合わせ
て平成２９年度末の施設入所者数を平成２５年度末
時点の施設入所者から ％以上削減することを基本
とする。

・当該目標値の設定に当たり、平成 年度末において、
障害福祉計画で定めた平成 年度までの目標が達成
されないと見込まれる場合は、未達成割合を目標値に
加えた割合以上を目標値とする。

県の考え方 ・地域移行者数は国と同様 以上とするが、障害者
施設入所者の削減数の数値目標は設定しない。

③ 活動指標の項目 

生活介護の利用者数、利用日数
自立訓練（機能訓練・生活訓練）の利用者数、利用日数
就労移行支援の利用者数、利用日数
就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数
短期入所（福祉型・医療型）の利用者数、利用日数
共同生活援助の利用者数
地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の利用者数
施設入所支援の利用者数
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（２）入院中の精神障がい者の地域生活への移行 

➀ 第 3 期計画の目標値と実績 
第３期計画では、埼玉県が毎年実施している患者調査による退院可能な精神障がい者数

から各市町村の数値として県が算出した値 人を目標値にしました。平成 年度末まで
の目標数 人ですが、退院者数の把握はできませんでした。

項目 人数 備考

退院可能な障がい者数
人

平成 年度末までの目標数
（県が算出した値）

０人 平成 年 月 日までの実績

② 成果目標と設定の考え方 
項目 割合 備考

退院目標率 ％
平成 年度末までの目標数
（県と同様）

目標設定に当たっての市の考え方 ・県の考え方を目標とする。

国指針
（目標値設定に当たっての指針）

・第４期市町村障害福祉計画において入院中の精神障が
い者の退院に関する平成 年度における目標値を以
下のように設定。
① 入院後 か月時点の退院率を ％以上とする。
② 入院後 年時点の退院率を ％以上とする。
③ 長期在院者数については，平成 年度 月時点の

長期在院者数を平成 年の同時点の長期在院者数
から ％以上削減する。

県の考え方

・ 年未満入院者の平均退院率を平成 年度に ％と
することを目標とする。

・入院後 ヶ月時点の退院率、在院期間 年以上の長
期在院者数については設定しない。
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② 成果目標と設定の考え方 

項目 人数 備考

施設入所者数 ３人 平成 年 月 日現在

目標値 人 平成 年度末までの目標数

目標設定に当たっての市の考え方
・下記国指針を踏まえ，平成 年度末時点の市の施設
入所者（ 人）の ％である 人を地域生活に移行
する者の数として設定。

国指針
（目標値設定に当たっての指針）

・平成 年度末時点での施設入所者の ％以上が地
域生活へ移行することとするとともに、これに合わせ
て平成２９年度末の施設入所者数を平成２５年度末
時点の施設入所者から ％以上削減することを基本
とする。

・当該目標値の設定に当たり、平成 年度末において、
障害福祉計画で定めた平成 年度までの目標が達成
されないと見込まれる場合は、未達成割合を目標値に
加えた割合以上を目標値とする。

県の考え方 ・地域移行者数は国と同様 以上とするが、障害者
施設入所者の削減数の数値目標は設定しない。

③ 活動指標の項目 

生活介護の利用者数、利用日数
自立訓練（機能訓練・生活訓練）の利用者数、利用日数
就労移行支援の利用者数、利用日数
就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数
短期入所（福祉型・医療型）の利用者数、利用日数
共同生活援助の利用者数
地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の利用者数
施設入所支援の利用者数

 
 

 

29 
 

（２）入院中の精神障がい者の地域生活への移行 

➀ 第 3 期計画の目標値と実績 
第３期計画では、埼玉県が毎年実施している患者調査による退院可能な精神障がい者数

から各市町村の数値として県が算出した値 人を目標値にしました。平成 年度末まで
の目標数 人ですが、退院者数の把握はできませんでした。

項目 人数 備考

退院可能な障がい者数
人

平成 年度末までの目標数
（県が算出した値）

０人 平成 年 月 日までの実績

② 成果目標と設定の考え方 
項目 割合 備考

退院目標率 ％
平成 年度末までの目標数
（県と同様）

目標設定に当たっての市の考え方 ・県の考え方を目標とする。

国指針
（目標値設定に当たっての指針）

・第４期市町村障害福祉計画において入院中の精神障が
い者の退院に関する平成 年度における目標値を以
下のように設定。
① 入院後 か月時点の退院率を ％以上とする。
② 入院後 年時点の退院率を ％以上とする。
③ 長期在院者数については，平成 年度 月時点の

長期在院者数を平成 年の同時点の長期在院者数
から ％以上削減する。

県の考え方

・ 年未満入院者の平均退院率を平成 年度に ％と
することを目標とする。

・入院後 ヶ月時点の退院率、在院期間 年以上の長
期在院者数については設定しない。
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③ 活動指標の項目 
 
自立訓練（生活訓練）の利用者数、利用日数
就労移行支援の利用者数、利用日数
就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数
短期入所（福祉型・医療型）の利用者数、利用日数
共同生活援助の利用者数
地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の利用者数

 

（３）地域生活支援拠点の整備 

➀ 成果目標と設定の考え方 

項目 施設数 備考

地域生活支援拠点の整備 設定しない 平成 年度末までの目標数

市の考え方 ・県と同様に市では目標を設定しない。

国指針
（目標値設定に当たっての指針）

・地域生活を支援する機能の集約を行う拠点等を各市町
村又は各圏域に少なくとも１つを整備。

県の考え方
・「地域生活支援拠点」の役割や機能等が具体的に示さ
れていないため、現時点では県の考え方を設定しな
い。
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（４）福祉施設から一般就労への移行 

➀ 第 3 期計画の目標値と実績 
第３期計画では、就労移行支援事業等を通じて、平成 年度中に一般就労に移行する

人の数値目標を設定することになっていました。国は平成 年度の一般就労への移行実
績の４倍以上、埼玉県は５倍以上という方針があります。
市の平成 年度の一般就労への移行実績は０人ですが、地域の実情を考慮し平成 年

度の数値目標を５人としました。平成 年度末までの目標数 人に対して、平成 年
月 日での地域生活移行者数は 人となっています。

 

項目 人数 備考

一般就労移行者数 人 平成 年度実績

一般就労移行者目標数 人 平成 年度末までの目標数

一般就労移行者数 人 平成 年度実績

② 成果目標と設定の考え方 

項目 人数 備考

一般就労移行者数 人 平成 年 月 日実績

一般就労移行者目標数 人 平成 年度末までの目標数

市の考え方 ・県の考え方を踏まえ設定。

国指針（目標値設定に当たって
の指針）

・平成 年度の一般就労への移行実績の 倍以上とす
ることを基本とする。

・また、当該目標値を達成するため、就労移行支援事業
の利用者数及び事業所ごとの就労移行率に係る目標
値を設定することとし、就労移行支援事業の利用者数
については、平成 年度末における利用者数が平成

年度末における利用者数の 割以上増加するこ
と、事業所ごとの就労移行率については、就労移行支
援事業所のうち、就労移行率が 割以上の事業所を全
体の 割以上とすることを目指すものとする。

県の考え方
・平成 年度の一般就労への移行実績を 割以上増や

すことを基本とする。
・その他の目標値は、国の基本指針の通り。
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③ 活動指標の項目 
 
自立訓練（生活訓練）の利用者数、利用日数
就労移行支援の利用者数、利用日数
就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数
短期入所（福祉型・医療型）の利用者数、利用日数
共同生活援助の利用者数
地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の利用者数

 

（３）地域生活支援拠点の整備 

➀ 成果目標と設定の考え方 

項目 施設数 備考

地域生活支援拠点の整備 設定しない 平成 年度末までの目標数

市の考え方 ・県と同様に市では目標を設定しない。

国指針
（目標値設定に当たっての指針）

・地域生活を支援する機能の集約を行う拠点等を各市町
村又は各圏域に少なくとも１つを整備。

県の考え方
・「地域生活支援拠点」の役割や機能等が具体的に示さ
れていないため、現時点では県の考え方を設定しな
い。
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（４）福祉施設から一般就労への移行 

➀ 第 3 期計画の目標値と実績 
第３期計画では、就労移行支援事業等を通じて、平成 年度中に一般就労に移行する

人の数値目標を設定することになっていました。国は平成 年度の一般就労への移行実
績の４倍以上、埼玉県は５倍以上という方針があります。
市の平成 年度の一般就労への移行実績は０人ですが、地域の実情を考慮し平成 年

度の数値目標を５人としました。平成 年度末までの目標数 人に対して、平成 年
月 日での地域生活移行者数は 人となっています。

 

項目 人数 備考

一般就労移行者数 人 平成 年度実績

一般就労移行者目標数 人 平成 年度末までの目標数

一般就労移行者数 人 平成 年度実績

② 成果目標と設定の考え方 

項目 人数 備考

一般就労移行者数 人 平成 年 月 日実績

一般就労移行者目標数 人 平成 年度末までの目標数

市の考え方 ・県の考え方を踏まえ設定。

国指針（目標値設定に当たって
の指針）

・平成 年度の一般就労への移行実績の 倍以上とす
ることを基本とする。

・また、当該目標値を達成するため、就労移行支援事業
の利用者数及び事業所ごとの就労移行率に係る目標
値を設定することとし、就労移行支援事業の利用者数
については、平成 年度末における利用者数が平成

年度末における利用者数の 割以上増加するこ
と、事業所ごとの就労移行率については、就労移行支
援事業所のうち、就労移行率が 割以上の事業所を全
体の 割以上とすることを目指すものとする。

県の考え方
・平成 年度の一般就労への移行実績を 割以上増や

すことを基本とする。
・その他の目標値は、国の基本指針の通り。
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③ 活動指標の項目 

就労移行支援の利用者数、利用日数
就労移行支援事業所から一般就労への移行者数（就労移行、就労継続支援 型、
就労継続支援Ｂ型）
地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の利用者数
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２ 障害福祉サービスの進捗状況と見込み量
基本指針に定める基本理念や提供体制確保の基本的考え方、障害福祉サービス提供体制

確保に関する成果目標等を達成するために必要なサービス提供量等の見込み量を活動指標
として定め、その確保状況の進捗を定期的に分析・評価することのより、目標値の達成を
目指します。

（１）訪問系サービス 

① 第１期から第３期計画の実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
26年度
(見込み)

見込 時間/月(A)

実績 時間/月(B)

居宅介護 見込 人/月
実績 人/月
進捗 B/A％
見込 時間/月(A)

実績 時間/月(B)

見込 人/月
実績 人/月
進捗 B/A％
見込 時間/月(A)

実績 時間/月(B)

同行援護 見込 人/月
実績 人/月
進捗 B/A％
見込 時間/月(A)

実績 時間/月(B)

行動援護 見込 人/月
実績 人/月
進捗 B/A％
見込 時間/月(A)

実績 時間/月(B)

見込 人/月
実績 人/月
進捗 B/A％ － － － － － － － － －
見込 時間/月(A)

実績 時間/月(B)

計 見込 人/月
実績 人/月
進捗 B/A％

＊時間/月：１月当たりの利用時間数
＊人/月：１月当たりの実利用人数

第１期 第２期 第３期

重度障害者等
包括支援

重度訪問介護

第１期から第３期の実績

見込量・実績
サービス
の種類
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③ 活動指標の項目 

就労移行支援の利用者数、利用日数
就労移行支援事業所から一般就労への移行者数（就労移行、就労継続支援 型、
就労継続支援Ｂ型）
地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の利用者数
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２ 障害福祉サービスの進捗状況と見込み量
基本指針に定める基本理念や提供体制確保の基本的考え方、障害福祉サービス提供体制

確保に関する成果目標等を達成するために必要なサービス提供量等の見込み量を活動指標
として定め、その確保状況の進捗を定期的に分析・評価することのより、目標値の達成を
目指します。

（１）訪問系サービス 

① 第１期から第３期計画の実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
26年度
(見込み)

見込 時間/月(A)

実績 時間/月(B)

居宅介護 見込 人/月
実績 人/月
進捗 B/A％
見込 時間/月(A)

実績 時間/月(B)

見込 人/月
実績 人/月
進捗 B/A％
見込 時間/月(A)

実績 時間/月(B)

同行援護 見込 人/月
実績 人/月
進捗 B/A％
見込 時間/月(A)

実績 時間/月(B)

行動援護 見込 人/月
実績 人/月
進捗 B/A％
見込 時間/月(A)

実績 時間/月(B)

見込 人/月
実績 人/月
進捗 B/A％ － － － － － － － － －
見込 時間/月(A)

実績 時間/月(B)

計 見込 人/月
実績 人/月
進捗 B/A％

＊時間/月：１月当たりの利用時間数
＊人/月：１月当たりの実利用人数

第１期 第２期 第３期

重度障害者等
包括支援

重度訪問介護

第１期から第３期の実績

見込量・実績
サービス
の種類
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② 第４期計画見込み量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

平成 平成 平成
27年度 28年度 29年度

障がい者とその家族が安心して暮らせるよう、
福祉サービスを継続して実施し、更なる充実等に
努めるとともにサービス提供事業所の情報収集に
努め、必要な情報を提供します。

居宅介護と同行援護については利用者及び時間数とも
に増加傾向にあります。アンケート結果から、今後利用
したいという希望者が多くあります。

現状と課題 サービス提供体制の確保の方策

重度訪問介護

第４期見込量
サービスの種類 サービスの概要

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行いま
す。

時間/月

人/月

重度の肢体不自由の方で常に介護を必要とする
人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時
おける移動支援などを総合的に行います。

人/月
居宅介護

時間/月

重度障害者等
包括支援

時間/月

人/月

介護の必要性が極めて高い人に居宅介護等複数の
サービスを包括的に行います。

時間/月

人/月

時間/月

人/月

視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方
に対し、外出時において移動に必要な情報提供、
移動の援護を行います。

行動に著しく困難を有し常時介護を要する知
的・精神障がいの方が外出する際に、必要な援助
を行います。

同行援護

行動援護
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（２）日中活動系サービス 

① 第１期から第３期計画の実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
26年度
(見込み)

見込 人日/月(A)

実績 人日/月(B)

見込 人/月

実績 人/月

進捗 B/A％

見込 人日/月(A)

実績 人日/月(B)

見込 人/月

実績 人/月

進捗 B/A％ － 皆増 皆増

見込 人日/月(A)

実績 人日/月(B)

見込 人/月

実績 人/月

進捗 B/A％ － － 皆増

見込 人日/月(A)

実績 人日/月(B)

見込 人/月

実績 人/月

進捗 B/A％ － 皆増 皆増

見込 人日/月(A)

実績 人日/月(B)

見込 人/月

実績 人/月

進捗 B/A％ － 皆増 皆増

見込 人日/月(A)

実績 人日/月(B)

見込 人/月

実績 人/月

進捗 B/A％ 皆増 皆増

見込 人/月(A)

実績 人/月(B)

進捗 B/A％

見込 人日/月(A)

実績 人日/月(B)

見込 人/月

実績 人/月

進捗 B/A％
＊人日/月：１月当たりの利用回数
＊人/月：１月当たりの実利用人数

自立訓練
(機能訓練)

サービス
の種類

見込量・実績

第１期

生活介護

自立訓練
(生活訓練)

就労継続支援
(A型)

第１期から第３期の実績

第２期 第３期

就労移行支援

就労継続支援
(B型)

療養介護

短期入所
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② 第４期計画見込み量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

平成 平成 平成
27年度 28年度 29年度

障がい者とその家族が安心して暮らせるよう、
福祉サービスを継続して実施し、更なる充実等に
努めるとともにサービス提供事業所の情報収集に
努め、必要な情報を提供します。

居宅介護と同行援護については利用者及び時間数とも
に増加傾向にあります。アンケート結果から、今後利用
したいという希望者が多くあります。

現状と課題 サービス提供体制の確保の方策

重度訪問介護

第４期見込量
サービスの種類 サービスの概要

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行いま
す。

時間/月

人/月

重度の肢体不自由の方で常に介護を必要とする
人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時
おける移動支援などを総合的に行います。

人/月
居宅介護

時間/月

重度障害者等
包括支援

時間/月

人/月

介護の必要性が極めて高い人に居宅介護等複数の
サービスを包括的に行います。

時間/月

人/月

時間/月

人/月

視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方
に対し、外出時において移動に必要な情報提供、
移動の援護を行います。

行動に著しく困難を有し常時介護を要する知
的・精神障がいの方が外出する際に、必要な援助
を行います。

同行援護

行動援護
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（２）日中活動系サービス 

① 第１期から第３期計画の実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
26年度
(見込み)

見込 人日/月(A)

実績 人日/月(B)

見込 人/月

実績 人/月

進捗 B/A％

見込 人日/月(A)

実績 人日/月(B)

見込 人/月

実績 人/月

進捗 B/A％ － 皆増 皆増

見込 人日/月(A)

実績 人日/月(B)

見込 人/月

実績 人/月

進捗 B/A％ － － 皆増

見込 人日/月(A)

実績 人日/月(B)

見込 人/月

実績 人/月

進捗 B/A％ － 皆増 皆増

見込 人日/月(A)

実績 人日/月(B)

見込 人/月

実績 人/月

進捗 B/A％ － 皆増 皆増

見込 人日/月(A)

実績 人日/月(B)

見込 人/月

実績 人/月

進捗 B/A％ 皆増 皆増

見込 人/月(A)

実績 人/月(B)

進捗 B/A％

見込 人日/月(A)

実績 人日/月(B)

見込 人/月

実績 人/月

進捗 B/A％
＊人日/月：１月当たりの利用回数
＊人/月：１月当たりの実利用人数

自立訓練
(機能訓練)

サービス
の種類

見込量・実績

第１期

生活介護

自立訓練
(生活訓練)

就労継続支援
(A型)

第１期から第３期の実績

第２期 第３期

就労移行支援

就労継続支援
(B型)

療養介護

短期入所
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② 第４期計画見込み量 

  

平成 平成 平成
27年度 28年度 29年度

療養介護

自立訓練（機能訓練）以外は増加傾向にあります。特
に短期入所利用者が見込を大幅に超えて増加していま
す。緊急時に利用できる事業所の確保が必要となってい
ます。

平成 年度に就労継続Ｂ型事業所が市内に２箇
所開設されたため増加を見込みました。また、短
期入所利用希望者のためにサービス提供事業所の
情報収集に努めます。

現状と課題 サービス提供体制の確保の方策

サービスの種類 サービスの概要
第４期見込量

人/月 自立した日常生活や社会生活を営むことができ
るよう、一定期間、身体機能又は生産能力の向上
のために必要な訓練を行うものです。自立訓練

(生活訓練)

人日/月

就労継続支援
(A型)

人日/月 一般企業での就労が困難な人に働く場を提供す
るとともに、知識及び能力の向上のために必要な
訓練を行います。雇用契約に基づく利用です。人/月

生活介護
人日/月 常時介護を要する人に、日中、入浴、排せつ、

食事の介護などを行うとともに、創作的活動又は
生産活動の機会を提供します。人/月

自立訓練
(機能訓練)

人日/月

介護者の疾病等のため一時的に介護ができない
場合に、施設、病院で宿泊を伴った預かりを行う
ものです。人/月

人/月

就労移行
支援

人日/月 一般企業等への就労を希望する人に、一定期
間、就労に必要な知識及び能力向上のために必要
な訓練を行うものです。人/月

人日/月

就労継続支援
(B型)

人日/月 一般企業での就労が困難な人に働く場を提供す
るとともに、知識及び能力の向上のために必要な
訓練を行います。人/月

短期入所

人/月
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で

機能訓練、療養上の管理、看護、介護や日常生活
上の援助を行うものです。
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（３）居住系サービス 

① 第１期から第３期計画の実績 

② 第４期計画見込み量 

  

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
26年度
(見込み)

見込 人/月(A)

実績 人/月(B)

進捗 B/A％

見込 人/月(A)
実績 人/月(B)
進捗 B/A％

＊人/月：１月当たりの実利用人数

第１期から第３期の実績

サービス
の種類

第３期

共同生活援助
（グループ
ホーム）

施設入所支援

見込量・実績

第１期 第２期

平成 平成 平成
27年度 28年度 29年度

共同生活援助
(グループ
ホーム)

施設入所支援

グループホーム、施設入所とも増加傾向にあります。
また、障がい者団体のヒアリング結果からもニーズが高
くなっています。

市内の方が優先的に入居できるグループホーム
と入所施設の要望に応えられるよう情報収集や関
係機関との調整を図ります。

サービスの種類 サービスの概要
第４期見込量

サービス提供体制の確保の方策

人/月
夜間や休日、共同生活を営む住居で、相談、入

浴、排せつ又は食事の介護、その他の日常生活の
援助を行うものです。

現状と課題

人/月
施設に入所する人を対象費に、夜間や休日、入

浴、排せつ、食事の介護などを行うものです。
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② 第４期計画見込み量 

  

平成 平成 平成
27年度 28年度 29年度

療養介護

自立訓練（機能訓練）以外は増加傾向にあります。特
に短期入所利用者が見込を大幅に超えて増加していま
す。緊急時に利用できる事業所の確保が必要となってい
ます。

平成 年度に就労継続Ｂ型事業所が市内に２箇
所開設されたため増加を見込みました。また、短
期入所利用希望者のためにサービス提供事業所の
情報収集に努めます。

現状と課題 サービス提供体制の確保の方策

サービスの種類 サービスの概要
第４期見込量

人/月 自立した日常生活や社会生活を営むことができ
るよう、一定期間、身体機能又は生産能力の向上
のために必要な訓練を行うものです。自立訓練

(生活訓練)

人日/月

就労継続支援
(A型)

人日/月 一般企業での就労が困難な人に働く場を提供す
るとともに、知識及び能力の向上のために必要な
訓練を行います。雇用契約に基づく利用です。人/月

生活介護
人日/月 常時介護を要する人に、日中、入浴、排せつ、

食事の介護などを行うとともに、創作的活動又は
生産活動の機会を提供します。人/月

自立訓練
(機能訓練)

人日/月

介護者の疾病等のため一時的に介護ができない
場合に、施設、病院で宿泊を伴った預かりを行う
ものです。人/月

人/月

就労移行
支援

人日/月 一般企業等への就労を希望する人に、一定期
間、就労に必要な知識及び能力向上のために必要
な訓練を行うものです。人/月

人日/月

就労継続支援
(B型)

人日/月 一般企業での就労が困難な人に働く場を提供す
るとともに、知識及び能力の向上のために必要な
訓練を行います。人/月

短期入所

人/月
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で

機能訓練、療養上の管理、看護、介護や日常生活
上の援助を行うものです。
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（３）居住系サービス 

① 第１期から第３期計画の実績 

② 第４期計画見込み量 

  

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
26年度
(見込み)

見込 人/月(A)

実績 人/月(B)

進捗 B/A％

見込 人/月(A)
実績 人/月(B)
進捗 B/A％

＊人/月：１月当たりの実利用人数

第１期から第３期の実績

サービス
の種類

第３期

共同生活援助
（グループ
ホーム）

施設入所支援

見込量・実績

第１期 第２期

平成 平成 平成
27年度 28年度 29年度

共同生活援助
(グループ
ホーム)

施設入所支援

グループホーム、施設入所とも増加傾向にあります。
また、障がい者団体のヒアリング結果からもニーズが高
くなっています。

市内の方が優先的に入居できるグループホーム
と入所施設の要望に応えられるよう情報収集や関
係機関との調整を図ります。

サービスの種類 サービスの概要
第４期見込量

サービス提供体制の確保の方策

人/月
夜間や休日、共同生活を営む住居で、相談、入

浴、排せつ又は食事の介護、その他の日常生活の
援助を行うものです。

現状と課題

人/月
施設に入所する人を対象費に、夜間や休日、入

浴、排せつ、食事の介護などを行うものです。
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（４）相談支援 

① 第１期から第３期計画の実績 

② 第４期計画見込み量 

 

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
26年度
(見込み)

見込 人/月(A)
実績 人/月(B)
進捗 B/A％

見込 人/月(A)
実績 人/月(B)
進捗 B/A％

見込 人/月(A)
実績 人/月(B)
進捗 B/A％

＊人/月：１月当たりの実利用人数

第１期から第３期の実績

サービス
の種類

見込量・実績

第１期 第２期 第３期

計画相談

地域移行支援

地域定着支援

平成 平成 平成
27年度 28年度 29年度

計画相談

地域移行支援

地域定着支援

参入する事業所の情報収集に努めるとともに、
平成 年に市内に開設する児童発育・発達支援セ
ンターにおいても計画作成を実施します。

第４期見込量

平成 年度内に計画作成を実施する事業所が増えたこ
とにより利用者が増加しています。しかし、報酬の課題
も多く新規の事業所がまだ不足しています。

人
サービス利用の調整を必要とする人に対し、

サービス等利用計画を作成するものです。

人

施設や病院から退所・退院する障がい者に対し
て、住居の確保その他の地域における生活に移行
するための活動に関する相談等の支援を行うもの
です。

現状と課題 サービス提供体制の確保の方策

サービスの種類

人

施設や病院から退所・退院や家族からの独立に
より単身生活に移行した人などに対して、常時の
連絡体制を確保し、障がい特性に起因して生じた
緊急の事態等に相談などの支援を行うものです。

サービスの概要
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（５）児童福祉法のサービス 

① 第１期から第３期計画の実績 

  

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
26年度
(見込み)

見込 人日/月(A)

実績 人日/月(B)

見込 人/月
実績 人/月
進捗 B/A％

見込 人日/月(A)

実績 人日/月(B)

見込 人/月
実績 人/月
進捗 B/A％

見込 人日/月(A)

実績 人日/月(B)

見込 人/月
実績 人/月
進捗 B/A％ － － －

見込 人日/月(A)

実績 人日/月(B)

見込 人/月
実績 人/月
進捗 B/A％ － － －

障害児相談
支援

実績 人

＊人/月：１月当たりの実利用人数
＊児童発達支援の見込及び平成２３年度までの実績は児童デイサービスの数値

第１期から第３期の実績

サービス
の種類

見込量・実績

第１期 第２期 第３期

児童発達支援

放課後等
デイサービス

保育所等
訪問支援

医療型児童
発達支援
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（４）相談支援 

① 第１期から第３期計画の実績 

② 第４期計画見込み量 

 

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
26年度
(見込み)

見込 人/月(A)
実績 人/月(B)
進捗 B/A％

見込 人/月(A)
実績 人/月(B)
進捗 B/A％

見込 人/月(A)
実績 人/月(B)
進捗 B/A％

＊人/月：１月当たりの実利用人数

第１期から第３期の実績

サービス
の種類

見込量・実績

第１期 第２期 第３期

計画相談

地域移行支援

地域定着支援

平成 平成 平成
27年度 28年度 29年度

計画相談

地域移行支援

地域定着支援

参入する事業所の情報収集に努めるとともに、
平成 年に市内に開設する児童発育・発達支援セ
ンターにおいても計画作成を実施します。

第４期見込量

平成 年度内に計画作成を実施する事業所が増えたこ
とにより利用者が増加しています。しかし、報酬の課題
も多く新規の事業所がまだ不足しています。

人
サービス利用の調整を必要とする人に対し、

サービス等利用計画を作成するものです。

人

施設や病院から退所・退院する障がい者に対し
て、住居の確保その他の地域における生活に移行
するための活動に関する相談等の支援を行うもの
です。

現状と課題 サービス提供体制の確保の方策

サービスの種類

人

施設や病院から退所・退院や家族からの独立に
より単身生活に移行した人などに対して、常時の
連絡体制を確保し、障がい特性に起因して生じた
緊急の事態等に相談などの支援を行うものです。

サービスの概要
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（５）児童福祉法のサービス 

① 第１期から第３期計画の実績 

  

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
26年度
(見込み)

見込 人日/月(A)

実績 人日/月(B)

見込 人/月
実績 人/月
進捗 B/A％

見込 人日/月(A)

実績 人日/月(B)

見込 人/月
実績 人/月
進捗 B/A％

見込 人日/月(A)

実績 人日/月(B)

見込 人/月
実績 人/月
進捗 B/A％ － － －

見込 人日/月(A)

実績 人日/月(B)

見込 人/月
実績 人/月
進捗 B/A％ － － －

障害児相談
支援

実績 人

＊人/月：１月当たりの実利用人数
＊児童発達支援の見込及び平成２３年度までの実績は児童デイサービスの数値

第１期から第３期の実績

サービス
の種類

見込量・実績

第１期 第２期 第３期

児童発達支援

放課後等
デイサービス

保育所等
訪問支援

医療型児童
発達支援
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② 第４期計画見込み量 

  

平成 平成 平成
27年度 28年度 29年度

障害児相談
支援

平成 年から近隣に児童発達支援事業及び放課後等デ
イサービス事業を実施する事業所の開設が多くなり利用
希望が増加しています。また、医療的ケアの必要な子ど
もの利用も見込んでいます。

平成 年に市内に開設する児童発育・発達支援
センターにおいて、児童発達支援事業、放課後等
デイサービス事業、保育所等訪問支援を実施し療
育の場の充実に努めます。また、医療的ケアの必
要な子どもの支援のため関係機関と連携を図りま
す。

現状と課題 サービス提供体制の確保の方策

サービスの種類 サービスの概要
第４期見込量

児童発達支援
人日/月 日常生活における基本的な動作の指導、知識技

能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な
支援を行うものです。人/月

放課後等
デイサービス

人日/月 授業の終了後又は学校休業日、施設に通わせ、
生活向上のために必要な訓練、社会との交流促進
その他必要な支援を行うものです。人/月

保育所等
訪問支援

人日/月 保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい
児以外の児童との集団生活への専門的な支援その
他必要な支援を行うものです。人/月

　児童発達支援及び治療を行うものです。

人
障がい児通所給付サービス利用の調整を必要と

する人に対し、障がい児支援利用計画を作成する
ものです。

医療型児童
発達支援

人日/月

人/月
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３ 地域生活支援事業の進捗状況と見込み量
（１）相談支援事業 

① 第１期から第３期計画の実績 

  

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
26年度
(見込み)

見込 か所(A)

実績 か所(B)

進捗 B/A％

見込 か所(A) 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実績 か所(B) 実施 実施 実施 実施 実施 実施

進捗 B/A％ －

見込 か所(A) 実施 実施 実施

実績 か所(B) 実施 実施 実施

進捗 B/A％

見込 か所(A) 実施 実施 実施

実績 か所(B) 実施 実施 実施

進捗 B/A％ － － －

見込 か所(A) 未実施 未実施 未実施

実績 か所(B) 検討 検討 検討

進捗 B/A％ － － －

市町村相談支
援機能強化

事業

障害者相談
支援事業

第２期

地域自立支援
協議会

住宅入居等
支援事業

成年後見制度
利用支援事業

第１期から第３期の実績

第３期

サービス
の種類

見込量・実績

第１期
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② 第４期計画見込み量 

  

平成 平成 平成
27年度 28年度 29年度

障害児相談
支援

平成 年から近隣に児童発達支援事業及び放課後等デ
イサービス事業を実施する事業所の開設が多くなり利用
希望が増加しています。また、医療的ケアの必要な子ど
もの利用も見込んでいます。

平成 年に市内に開設する児童発育・発達支援
センターにおいて、児童発達支援事業、放課後等
デイサービス事業、保育所等訪問支援を実施し療
育の場の充実に努めます。また、医療的ケアの必
要な子どもの支援のため関係機関と連携を図りま
す。

現状と課題 サービス提供体制の確保の方策

サービスの種類 サービスの概要
第４期見込量

児童発達支援
人日/月 日常生活における基本的な動作の指導、知識技

能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な
支援を行うものです。人/月

放課後等
デイサービス

人日/月 授業の終了後又は学校休業日、施設に通わせ、
生活向上のために必要な訓練、社会との交流促進
その他必要な支援を行うものです。人/月

保育所等
訪問支援

人日/月 保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい
児以外の児童との集団生活への専門的な支援その
他必要な支援を行うものです。人/月

　児童発達支援及び治療を行うものです。

人
障がい児通所給付サービス利用の調整を必要と

する人に対し、障がい児支援利用計画を作成する
ものです。

医療型児童
発達支援

人日/月

人/月
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３ 地域生活支援事業の進捗状況と見込み量
（１）相談支援事業 

① 第１期から第３期計画の実績 

  

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
26年度
(見込み)

見込 か所(A)

実績 か所(B)

進捗 B/A％

見込 か所(A) 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実績 か所(B) 実施 実施 実施 実施 実施 実施

進捗 B/A％ －

見込 か所(A) 実施 実施 実施

実績 か所(B) 実施 実施 実施

進捗 B/A％

見込 か所(A) 実施 実施 実施

実績 か所(B) 実施 実施 実施

進捗 B/A％ － － －

見込 か所(A) 未実施 未実施 未実施

実績 か所(B) 検討 検討 検討

進捗 B/A％ － － －

市町村相談支
援機能強化

事業

障害者相談
支援事業

第２期

地域自立支援
協議会

住宅入居等
支援事業

成年後見制度
利用支援事業

第１期から第３期の実績

第３期

サービス
の種類

見込量・実績

第１期
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② 第４期計画見込み量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

平成 平成 平成
27年度 28年度 29年度

障害者相談
支援事業

地域自立支援
協議会

実施 実施 実施

市町村
相談支援機能

強化事業

住宅入居等
支援事業

成年後見制度
利用支援事業

市内に指定一般相談支援事業所を設置して相談支援を
実施しています。

平成 年度から地域自立支援協議会の部会が相談部
会・就労部会・子ども部会となり各分野をはじめ調査研
究を行っています。
　成年後見制度の市長申立の利用者が増加しています。

市の相談支援センターと就労支援センターと連
携を図りながら相談支援にあたります。

地域自立支援協議会と部会を活用して障がい者
の支援体制を整えます。

ふじみ野市社会福祉協議会が法人後見事業の準
備を進めています。

件数
成年後見制度の市長申立てに要する経費及び市

長申立後の後見人等の報酬を助成します。

か所

実施の有無

相談支援事業者・サービス事業者・保健医療関
係者・教育雇用関係機関、民間企業・障がい者関
係団体から委員を選出し、相談支援事業やその他
障がい者の支援、障がい福祉計画及び障がい者基
本計画に関することを調査及び審議します。

サービス提供体制の確保の方策

賃貸住宅への入居に当たって、必要な入居支援
や居住支援について関係機関によるサポート体制
の調整等を行います。

障がい者からの相談に応じ、必要な情報の提
供、障害福祉サービスの利用支援、障がい者の権
利擁護のために必要な援助を行い、障がい者が自
立した日常生活及び社会生活を営むことができる
ように支援します。

第４期見込量

社会福祉士、精神保健福祉士、保健師などの専
門的職員を配置して相談業務を行います。

現状と課題

か所

サービスの種類 サービスの概要

か所
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（２）意思疎通支援事業 

① 第１期から第３期計画の実績 

② 第４期計画見込み量 

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
26年度
(見込み)

見込 人

見込 件

見込 人

実績 人

見込 件(A)

実績 件(B)

進捗 B/A％

見込 人

実績 人

見込 件(A)

実績 件(B)

進捗 B/A％

見込 人

実績 人

手話通訳者
派遣事業

要約筆記者
派遣事業

手話通訳者
設置事業

＊第１期から第３期まで見込を設定していないものは進捗を記載していません

第１期から第３期の実績

サービス
の種類

見込量・実績

第１期 第２期 第３期

合計

平成 平成 平成
27年度 28年度 29年度

手話通訳者
設置事業

手話通訳者と要約筆記者の派遣はどちらも増加してい
ます。市主催事業の派遣をはじめ、通訳を必要とする本
人の病院や公的機関の窓口など派遣依頼も増加してお
り、新規の手話通訳者の育成も必要です。

派遣依頼のニーズに応えられるよう手話通訳者
と要約筆記者の確保に努めます。意思疎通支援に
ついては適正な事業実施を行います。

聴覚障がい者等の意思疎通の円滑化を図るため
市役所の障がい福祉課に手話通訳者を設置しま
す。

聴覚障がい者等とその他の人の意思疎通を仲介
するため、要約筆記者の派遣により意思疎通の円
滑化を図ります。

手話通訳者
派遣事業

要約筆記者
派遣事業

人

聴覚障がい者等とその他の人の意思疎通を仲介
するため、手話通訳者の派遣により意思疎通の円
滑化を図ります。

サービス提供体制の確保の方策

サービスの種類 サービスの概要
第４期見込量

人

件

人

現状と課題

件
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② 第４期計画見込み量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

平成 平成 平成
27年度 28年度 29年度

障害者相談
支援事業

地域自立支援
協議会

実施 実施 実施

市町村
相談支援機能

強化事業

住宅入居等
支援事業

成年後見制度
利用支援事業

市内に指定一般相談支援事業所を設置して相談支援を
実施しています。

平成 年度から地域自立支援協議会の部会が相談部
会・就労部会・子ども部会となり各分野をはじめ調査研
究を行っています。
　成年後見制度の市長申立の利用者が増加しています。

市の相談支援センターと就労支援センターと連
携を図りながら相談支援にあたります。

地域自立支援協議会と部会を活用して障がい者
の支援体制を整えます。

ふじみ野市社会福祉協議会が法人後見事業の準
備を進めています。

件数
成年後見制度の市長申立てに要する経費及び市

長申立後の後見人等の報酬を助成します。

か所

実施の有無

相談支援事業者・サービス事業者・保健医療関
係者・教育雇用関係機関、民間企業・障がい者関
係団体から委員を選出し、相談支援事業やその他
障がい者の支援、障がい福祉計画及び障がい者基
本計画に関することを調査及び審議します。

サービス提供体制の確保の方策

賃貸住宅への入居に当たって、必要な入居支援
や居住支援について関係機関によるサポート体制
の調整等を行います。

障がい者からの相談に応じ、必要な情報の提
供、障害福祉サービスの利用支援、障がい者の権
利擁護のために必要な援助を行い、障がい者が自
立した日常生活及び社会生活を営むことができる
ように支援します。

第４期見込量

社会福祉士、精神保健福祉士、保健師などの専
門的職員を配置して相談業務を行います。

現状と課題

か所

サービスの種類 サービスの概要

か所
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（２）意思疎通支援事業 

① 第１期から第３期計画の実績 

② 第４期計画見込み量 

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
26年度
(見込み)

見込 人

見込 件

見込 人

実績 人

見込 件(A)

実績 件(B)

進捗 B/A％

見込 人

実績 人

見込 件(A)

実績 件(B)

進捗 B/A％

見込 人

実績 人

手話通訳者
派遣事業

要約筆記者
派遣事業

手話通訳者
設置事業

＊第１期から第３期まで見込を設定していないものは進捗を記載していません

第１期から第３期の実績

サービス
の種類

見込量・実績

第１期 第２期 第３期

合計

平成 平成 平成
27年度 28年度 29年度

手話通訳者
設置事業

手話通訳者と要約筆記者の派遣はどちらも増加してい
ます。市主催事業の派遣をはじめ、通訳を必要とする本
人の病院や公的機関の窓口など派遣依頼も増加してお
り、新規の手話通訳者の育成も必要です。

派遣依頼のニーズに応えられるよう手話通訳者
と要約筆記者の確保に努めます。意思疎通支援に
ついては適正な事業実施を行います。

聴覚障がい者等の意思疎通の円滑化を図るため
市役所の障がい福祉課に手話通訳者を設置しま
す。

聴覚障がい者等とその他の人の意思疎通を仲介
するため、要約筆記者の派遣により意思疎通の円
滑化を図ります。

手話通訳者
派遣事業

要約筆記者
派遣事業

人

聴覚障がい者等とその他の人の意思疎通を仲介
するため、手話通訳者の派遣により意思疎通の円
滑化を図ります。

サービス提供体制の確保の方策

サービスの種類 サービスの概要
第４期見込量

人

件

人

現状と課題

件
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（３）日常生活用具給付等事業 

① 第１期から第３期計画の実績 

  

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
26年度
(見込み)

見込 件(A)

実績 件(B)

進捗 B/A％

見込 件(A)

実績 件(B)

進捗 B/A％

見込 件(A)

実績 件(B)

進捗 B/A％

見込 件(A)

実績 件(B)

進捗 B/A％

見込 件(A)

実績 件(B)

進捗 B/A％

見込 件(A)

実績 件(B)

進捗 B/A％

見込 件(A)

実績 件(B)

進捗 B/A％ －

情報・意思疎
通支援用具

自立生活
支援用具

在宅療養等
支援用具

第１期から第３期の実績

居宅生活動作
補助用具

第２期

介護・訓練
支援用具

排泄管理
支援用具

第３期

サービス
の種類

見込量・実績

第１期

合計
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② 第４期計画見込み量 

平成 平成 平成
27年度 28年度 29年度

件

件

件

件

件

件

　ストーマ装具の申請が増加しています。
障がい者からの相談に対応できるよう取扱業者

から新製品の情報を収集します。

サービスの種類

現状と課題

介護・訓練
支援用具

自立生活支援用具

在宅療養等
支援用具 重度障がい者の方に対し、日常生活用具を給付

又は貸与することで、日常生活の便宜を図りま
す。情報・意思疎通

支援用具

サービスの概要
第４期見込量

サービス提供体制の確保の方策

排泄管理支援用具

居宅生活動作
補助用具
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44 
 

（３）日常生活用具給付等事業 

① 第１期から第３期計画の実績 

  

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
26年度
(見込み)

見込 件(A)

実績 件(B)

進捗 B/A％

見込 件(A)

実績 件(B)

進捗 B/A％

見込 件(A)

実績 件(B)

進捗 B/A％

見込 件(A)

実績 件(B)

進捗 B/A％

見込 件(A)

実績 件(B)

進捗 B/A％

見込 件(A)

実績 件(B)

進捗 B/A％

見込 件(A)

実績 件(B)

進捗 B/A％ －

情報・意思疎
通支援用具

自立生活
支援用具

在宅療養等
支援用具

第１期から第３期の実績

居宅生活動作
補助用具

第２期

介護・訓練
支援用具

排泄管理
支援用具

第３期

サービス
の種類

見込量・実績

第１期

合計
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② 第４期計画見込み量 

平成 平成 平成
27年度 28年度 29年度

件

件

件

件

件

件

　ストーマ装具の申請が増加しています。
障がい者からの相談に対応できるよう取扱業者

から新製品の情報を収集します。

サービスの種類

現状と課題

介護・訓練
支援用具

自立生活支援用具

在宅療養等
支援用具 重度障がい者の方に対し、日常生活用具を給付

又は貸与することで、日常生活の便宜を図りま
す。情報・意思疎通

支援用具

サービスの概要
第４期見込量

サービス提供体制の確保の方策

排泄管理支援用具

居宅生活動作
補助用具
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（４）移動支援事業 

① 第１期から第３期計画の実績 

② 第４期計画見込み量 

  

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
26年度
(見込み)

見込 人

実績 人

見込 時間

実績 時間

進捗 B/A％

移動支援事業

第１期から第３期の実績

サービス
の種類

見込量・実績

第１期 第２期 第３期

平成 平成 平成
27年度 28年度 29年度

放課後や長期休業中に利用していた児童が平成 年度
から放課後等デイサービス事業に移行したため利用が減
少しています。

利用者の状況を把握して適正な支給に努めま
す。

現状と課題

移動支援事業

人 屋外での移動が困難な障がい者について、外出
のための支援を行うことにより、地域における自
立生活及び社会参加を促すことを目的とした事業
です。時間

サービスの種類 サービスの概要
第４期見込量

サービス提供体制の確保の方策
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（５）地域活動支援センター事業 

① 第１期から第３期計画の実績 

② 第４期計画見込み量 

  

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
26年度
(見込み)

見込 人(A)

実績 人(B)

見込 か所(A)

実績 か所(B)

進捗 B/A％

見込 人(A)

実績 人(B)

見込 か所(A)

実績 か所(B)

進捗 B/A％ －

基礎的事業

機能強化
事業

第１期から第３期の実績

サービス
の種類

見込量・実績

第１期 第２期 第３期

平成 平成 平成
27年度 28年度 29年度

＊Ⅱ型：地域において雇用・就労が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等の
　サービスを行う

機能強化事業
人

か所

地域において自立した日常生活又は社会生活を
営むことができるよう、通所により、創作的活動
又は生産活動や社会との交流の促進を図るための
施設です。

平成 年 月にサービス向上型の実施事業所が就労継
続Ｂ型支援に移行したため、現在、市内に施設がありま
せん。Ⅱ型を実施している近隣の事業所に通所して訓練
を受けている方がいます。

身体、知的、精神障がい者を対象とした地域活
動支援センター等、障がいの特性に応じた施設整
備の検討が必要です。

現状と課題 サービス提供体制の確保の方策

サービスの種類 サービスの概要
第４期見込量

基礎的事業
人

か所
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（４）移動支援事業 

① 第１期から第３期計画の実績 

② 第４期計画見込み量 

  

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
26年度
(見込み)

見込 人

実績 人

見込 時間

実績 時間

進捗 B/A％

移動支援事業

第１期から第３期の実績

サービス
の種類

見込量・実績

第１期 第２期 第３期

平成 平成 平成
27年度 28年度 29年度

放課後や長期休業中に利用していた児童が平成 年度
から放課後等デイサービス事業に移行したため利用が減
少しています。

利用者の状況を把握して適正な支給に努めま
す。

現状と課題

移動支援事業

人 屋外での移動が困難な障がい者について、外出
のための支援を行うことにより、地域における自
立生活及び社会参加を促すことを目的とした事業
です。時間

サービスの種類 サービスの概要
第４期見込量

サービス提供体制の確保の方策
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施設です。

平成 年 月にサービス向上型の実施事業所が就労継
続Ｂ型支援に移行したため、現在、市内に施設がありま
せん。Ⅱ型を実施している近隣の事業所に通所して訓練
を受けている方がいます。

身体、知的、精神障がい者を対象とした地域活
動支援センター等、障がいの特性に応じた施設整
備の検討が必要です。
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基礎的事業
人
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（６）理解促進研修・啓発事業 

① 第１期から第３期計画の実績 

② 第４期計画見込み量 

■用語解説
理解促進研修・啓発事業・・・障がい者の方が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的

障壁」を除去するため、障がい者（児）の方への理解を深めるた
めの研修や啓発を通じて地域住民に対する働きかけを強化する
ことにより、共生社会の実現を図ります。 

  

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
26年度
(見込み)

見込
実施の有
無(A)

実績
実施の有
無(B)

実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

意識啓発
事業

＊第１期から第３期まで見込を設定していないものは進捗を記載していません

第１期から第３期の実績

サービス
の種類

見込量・実績

第１期 第２期 第３期

平成 平成 平成
27年度 28年度 29年度

ふれあい広場 実施 実施 実施

サービスの概要
第４期見込量

実施の有無
障害者週間中の１日を利用して市内施設におい

て、講演会、障がい者団体の活動発表やバザー、
授産製品の販売を実施する。

現状と課題 サービス提供体制の確保の方策

障がいや障がい者の理解促進、また、障がい者の社会
参加を目的として、障害者週間に「ふれあい広場」を実
施しています。

より多くの方に来場してもらうため実施内容に
ついては関係団体と共に検討します。

サービスの種類
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（７）自発的活動支援事業 

① 第１期から第３期計画の実績 

② 第４期計画見込み量 

■用語解説
自発的活動支援事業・・・・・障がい者の方が自立した日常生活及び社会生活を営むことが出来

るよう、障がい者の方やその家族、地域住民等による自発的な取
り組みを支援します。 

 
  

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
26年度
(見込み)

見込
実施の有

無

実績
実施の有

無
実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

第３期

自発的活動事
業の助成

第１期から第３期の実績

サービス
の種類

見込量・実績

第１期 第２期

＊第１期から第３期まで見込を設定していないものは進捗を記載していません

平成 平成 平成
27年度 28年度 29年度

障がい者団体
レクリエー

ション事業助
成

実施 実施 実施実施の有無
障がい者団体の会員間の交流を深める機会とな

るレクリエーション事業の費用に対して一部を助
成する。

　障がい者団体の自発的な活動を支援する。
障がい者や家族の企画する活動内容を精査して

適正な補助に取り組みます。

サービスの種類 サービスの概要
第４期見込量

現状と課題 サービス提供体制の確保の方策
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（６）理解促進研修・啓発事業 

① 第１期から第３期計画の実績 

② 第４期計画見込み量 

■用語解説
理解促進研修・啓発事業・・・障がい者の方が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的

障壁」を除去するため、障がい者（児）の方への理解を深めるた
めの研修や啓発を通じて地域住民に対する働きかけを強化する
ことにより、共生社会の実現を図ります。 

  

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
26年度
(見込み)

見込
実施の有
無(A)

実績
実施の有
無(B)

実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

意識啓発
事業

＊第１期から第３期まで見込を設定していないものは進捗を記載していません

第１期から第３期の実績

サービス
の種類

見込量・実績

第１期 第２期 第３期

平成 平成 平成
27年度 28年度 29年度

ふれあい広場 実施 実施 実施

サービスの概要
第４期見込量

実施の有無
障害者週間中の１日を利用して市内施設におい

て、講演会、障がい者団体の活動発表やバザー、
授産製品の販売を実施する。

現状と課題 サービス提供体制の確保の方策

障がいや障がい者の理解促進、また、障がい者の社会
参加を目的として、障害者週間に「ふれあい広場」を実
施しています。

より多くの方に来場してもらうため実施内容に
ついては関係団体と共に検討します。

サービスの種類
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（７）自発的活動支援事業 

① 第１期から第３期計画の実績 

② 第４期計画見込み量 

■用語解説
自発的活動支援事業・・・・・障がい者の方が自立した日常生活及び社会生活を営むことが出来

るよう、障がい者の方やその家族、地域住民等による自発的な取
り組みを支援します。 

 
  

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
26年度
(見込み)

見込
実施の有

無

実績
実施の有

無
実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

第３期

自発的活動事
業の助成

第１期から第３期の実績

サービス
の種類

見込量・実績

第１期 第２期

＊第１期から第３期まで見込を設定していないものは進捗を記載していません

平成 平成 平成
27年度 28年度 29年度

障がい者団体
レクリエー

ション事業助
成

実施 実施 実施実施の有無
障がい者団体の会員間の交流を深める機会とな

るレクリエーション事業の費用に対して一部を助
成する。

　障がい者団体の自発的な活動を支援する。
障がい者や家族の企画する活動内容を精査して

適正な補助に取り組みます。

サービスの種類 サービスの概要
第４期見込量

現状と課題 サービス提供体制の確保の方策
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（８）その他任意事業 

その他にも次の事業を実施しています。

①  日中一時支援事業 
家族の就労や緊急時、あるいは一時的な休息を図るため、日中の活動の場を提供し、見

守りや社会適応訓練等の支援を行います。

② 手話奉仕員養成研修・手話通訳者養成研修事業 
市登録手話通訳者の養成を目指した講習会の実施と通訳者のスキルアップのための研修

会を実施します。

③ 訪問入浴事業 
家庭において入浴することが困難な障がい者に対し、訪問入浴サービスを実施します。

④ 自動車運転免許取得・改造助成事業 
生活活動の範囲拡大と移動の利便性を高め、自立更生を促進することを目的に、自動車

運転免許の取得及び自動車の改造する費用の一部を助成します。

⑤ 更生訓練費給付事業 
施設で更生訓練を受ける障がい者に対して、更生訓練の支給を行い、社会復帰の促進を

図ります。

⑥ 施設入所者就職支度金給付事業 
就労移行支援及び就労継続支援を利用し、就職等する障がい者に対して、就職支度金を

支給します。
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（８）その他任意事業 
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第４章 
第 4 期障がい福祉計画の 

推進体制 
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１ 計画の推進のために
（１）計画の進行管理 

障害者総合支援法において、「市町村及び都道府県は障害福祉計画に掲げた事項について、
定期的に調査、分析及び評価を行い、必要があると認めたときは、計画の変更等を行う。」
とされており、本計画からＰＤＣＡサイクルの導入を行います。
ＰＤＣＡサイクルとは、さまざまな分野・領域における品質改善や業務改善などに広く

活用されているマネジメント手法で、「計画（ ）「実行（ ）」「評価（ ）「改善
（ ）」のプロセスを順に実施していくものです。
少なくとも１年に１回は実績を把握し、評価については、ふじみ野市地域自立支援協議

会の意見を聴き、達成状況等の分析・評価を行います。

ＰＤＣＡサイクルのイメージ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

基本指針 
・「障がい福祉計画策定にあたっての考え方及び達成すべき目標、サービス提供体制に関す
る見込量の見込み方の提示 

計画（ ）
・成果目標及び活動指標の設定。障害福祉サービスの
見込量の設定やその他確保方策等を定める

改善（ ）
・中間評価の結果を踏まえ、必要が
あるときは、障がい福祉計画の見
直し等を実施する。

実行（ ）
・計画の内容を踏まえ、事業を実施す
る。

評価（ ）
・実績を把握して地域自立支援協議会の意見を聴き、
中間評価を行い公表する。
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１ 計画の推進のために
（１）計画の進行管理 
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る。

評価（ ）
・実績を把握して地域自立支援協議会の意見を聴き、
中間評価を行い公表する。
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（２）庁内の推進体制の整備   
計画を確実に実施していくためには、地域自立支援協議会の意見・提言を踏まえ、庁内

のふじみ野市障害福祉計画等策定委員会の調査及び研究を活用して推進体制の整備に努め
ます。
また、すべての職員が、障がいのある人に配慮しつつ各自の職務を遂行することができ

るように研修の機会の確保に努め、職員の障がい福祉に関する知識と意識を高めます。

（３）障がい者のニーズ把握と施策への反映   
各種の施策やサービスを効果的に実行するために、施策の内容や提供方法などについて、

障がいのある人との意見交換の場を設け、当事者やその家族、関係団体の意見やニーズの
把握に努めます。
そして、各部門で実施されている障がい福祉に関連する各施策との連携を強めるととも

に、住民に対する広報・啓発及び、各種の交流事業を継続的に行い、地域住民の参加を得
た福祉活動を促進します。
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（２）庁内の推進体制の整備   
計画を確実に実施していくためには、地域自立支援協議会の意見・提言を踏まえ、庁内

のふじみ野市障害福祉計画等策定委員会の調査及び研究を活用して推進体制の整備に努め
ます。
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１ 計画策定から公表までの経緯
① 平成２６年１０月９日～２７日 

障がい者福祉に関するアンケート調査」実施
・対象者 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
合計 人
・回収数 件
・回収率 ％

② 平成２６年１１月１０日 
平成 年度第１回ふじみ野市地域自立支援協議会開催
・議題
１．障がい者福祉に関するアンケートに関する中間報告について
２．第４期ふじみ野市障がい福祉計画のサービス見込み量について
３．第４期ふじみ野市障がい福祉計画の素案について

③ 平成２６年１１月２６日～３０日 
障がい者団体ヒアリング実施
・対象団体名
ふじみ野市身体障害者福祉会
ふじみ野市手をつなぐ育成会
ふじみ野市精神障がい家族会
ふじみ野市視覚障害者の会 あいあい
ふじみ野市聴覚障害者会
ともにあゆむ会

④ 平成２６年１２月１７日 
平成 年度第２回ふじみ野市地域自立支援協議会開催
・議題
１．障がい者福祉に関するアンケートの結果について
２．第４期ふじみ野市障がい福祉計画（案）について
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⑤ 平成２７年１月６日～２月５日 
第４期ふじみ野市障がい福祉計画（案）に対するパブリックコメント実施
・提出者数 ４名
・提出件数 ６件

⑥ 平成２７年２月２４日 
平成 年度第３回ふじみ野市地域自立支援協議会開催
・議題
１．パブリックコメントの結果について
２．第４期ふじみ野市障がい福祉計画書の確定について
３．平成 年度ふじみ野市障がい者基本計画策定に向けたアンケート実施内容につ

いて
４．部会委員の指名について

 

⑦ 平成２７年３月 
・第４期ふじみ野市障がい福祉計画の公表
・障がい者福祉に関するアンケートの結果公表
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ふじみ野市地域自立支援協議会
（１）ふじみ野市地域自立支援協議会条例 

平成 年 月 日
条例第 号
設置
第 条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 平成 年法律第

号 第 条の 第 項の規定に基づき、ふじみ野市地域自立支援協議会 以下「協議
会」という。 を置く。
所掌事務
第 条 協議会は、次に掲げる事務について必要な事項を調査及び審議する。

障害者等の相談支援事業の適正な実施に関すること。
障害者等への支援のあり方に関すること。
障がい福祉計画及び障がい者基本計画に関すること。
前 号に掲げるもののほか、市長が障害福祉について必要と認めること。

組織
第 条 協議会は、委員 人以内で組織する。

委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
障害者相談支援事業に従事する者
障害福祉サービス事業に従事する者
保健・医療関係機関を代表する者
教育・雇用関係機関を代表する者
事業主を代表する者
障害者関係団体を代表する者
ふじみ野市職員

任期
第 条 委員の任期は、 年とする。ただし、再任を妨げない。

委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
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⑤ 平成２７年１月６日～２月５日 
第４期ふじみ野市障がい福祉計画（案）に対するパブリックコメント実施
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・障がい者福祉に関するアンケートの結果公表
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会長及び副会長
第 条 協議会に会長及び副会長 人を置き、委員の互選によってこれを定める。

会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理す

る。
会議
第 条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。
協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見

を求めることができる。
部会
第 条 協議会は、特定の事項を調査及び審議するため必要があるときは、部会を置くこ
とができる。

部会に属すべき委員は、委員のうちから会長が指名する。
部会に、部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長がこれを指名する。
部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する

委員が、その職務を代理する。
前条第 項から第 項まで、次条及び第 条の規定は、部会について準用する。

庶務
第 条 協議会の庶務は、障がい福祉課において処理する。
その他
第 条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮
って定める。
附 則
施行期日

この条例は、平成 年 月 日から施行する。
任期の特例

この条例の施行の日以後最初に委嘱又は任命する協議会の委員の任期は、第 条第
項の規定にかかわらず、平成 年 月 日までとする。 
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（２）名簿 
平成 年 月 日現在

敬称略 

 条例第 条第２項に基づく選出区分 氏名 団体名

１ 第１号委員 障害者相談支援事業者 江間 聡 社会福祉法人樹会 

２ 

第２号委員 

障害者サービス事業者 小林 庄次郎 ふじみ野市社会福祉協議会 
３ 障害者サービス事業者 吉田 拓道 社会福祉法人入間東部福祉会 

４ 障害者サービス事業者 下重 美奈子 特定非営利法人 
上福岡障害者支援センター21 

５ 障害者サービス事業者 ○ 柳川 道子 特定非営利法人 
子育て支援センターたんぽぽ 

６ 障害者サービス事業者 中山 恵美子 社会福祉法人めぐみ会 
７ 

第３号委員 
保健・医療関係者 松澤 裕一 ふじみ野市医師会 

８ 保健・医療関係者 谷戸 典子 朝霞保健所 
９ 

第４号委員 
教育・雇用関係機関 ◎中島 修 文京学院大学 

10 教育・雇用関係機関 小田切 晃 川越公共職業安定所 

11 
第５号委員 

民間企業 石田 直樹 トステム株式会社スーパービバ
ホーム埼玉大井支店 

12 民間企業 福田 浩幸 株式会社イトーヨーカ堂 
上福岡東店 

13 
第６号委員 

障害者関係団体 貫井 洋司 ふじみ野市身体障害者福祉会 
14 障害者関係団体 大須賀 啓三 ふじみ野市手つなぐ育成会 

15 障害者関係団体 小泉 能代 ふじみ野市精神障害者家族会 
16 第７号委員 ふじみ野市職員 清水 篤史 ふじみ野市教育委員会 

◎は会長、〇は副会長
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市内の障がい福祉施設
 

市内の障がい者福祉施設の名称・サービス形態 
地
図
番
号

施設の名称 サービス形態 定員

１ かみふくおか作業所 就労継続支援Ｂ型 人

２ おおい作業所
就労継続支援Ｂ型 人

生活介護 人

３ 風の里学園 児童発達支援事業 人

４ 自立支援センターたんぽぽ

就労移行支援 人

就労継続支援Ｂ型 人

生活介護 人

５ 協働舎レタス 就労継続支援Ｂ型 人

６ ピアハウスたんぽぽ 放課後等デイサービス事業 人

７ 児童デイたんぽぽ上ノ原 放課後等デイサービス事業 人

８

大井デイケアセンター 生活介護 人

ふじみ野市障害者相談支援センター 相談支援 ー

ふじみ野市障害者就労支援センター 就労支援 ー

９ 生活ホームみどり荘 生活ホーム 人

第２ひまわり グループホーム 人

いっぽ グループホーム 人

ライトハウス 就労継続支援Ｂ型 人

ふじみ野市児童発育・発達
支援センター

児童発達支援事業 人

放課後等デイサービス事業 人

保育所等訪問支援 ー
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市内の障がい者（児）施設の位置図 

 

児童デイたんぽぽ上ノ原

協働舎レタス

生活ホームみどり荘
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ライトハウス

自立支援センターたんぽぽ

おおい作業所
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ふじみ野市障害者
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ふじみ野市障害者

就労支援センター
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いっぽ

ピアハウスたんぽぽ

かみふくおか作業所

ふじみ野市児童発育・
発達支援センター



63

 

62 
 

市内の障がい福祉施設
 

市内の障がい者福祉施設の名称・サービス形態 
地
図
番
号

施設の名称 サービス形態 定員

１ かみふくおか作業所 就労継続支援Ｂ型 人

２ おおい作業所
就労継続支援Ｂ型 人

生活介護 人

３ 風の里学園 児童発達支援事業 人

４ 自立支援センターたんぽぽ

就労移行支援 人

就労継続支援Ｂ型 人

生活介護 人

５ 協働舎レタス 就労継続支援Ｂ型 人

６ ピアハウスたんぽぽ 放課後等デイサービス事業 人

７ 児童デイたんぽぽ上ノ原 放課後等デイサービス事業 人

８

大井デイケアセンター 生活介護 人

ふじみ野市障害者相談支援センター 相談支援 ー

ふじみ野市障害者就労支援センター 就労支援 ー

９ 生活ホームみどり荘 生活ホーム 人

第２ひまわり グループホーム 人

いっぽ グループホーム 人

ライトハウス 就労継続支援Ｂ型 人

ふじみ野市児童発育・発達
支援センター

児童発達支援事業 人

放課後等デイサービス事業 人

保育所等訪問支援 ー
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市内の障がい者（児）施設の位置図 

 

児童デイたんぽぽ上ノ原

協働舎レタス

生活ホームみどり荘

第２ひまわり

ライトハウス

自立支援センターたんぽぽ

おおい作業所
大井デイケアセンター
ふじみ野市障害者

相談支援センター
ふじみ野市障害者

就労支援センター

風の里学園

いっぽ

ピアハウスたんぽぽ

かみふくおか作業所

ふじみ野市児童発育・
発達支援センター
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第４期 ふじみ野市障がい福祉計画
（平成 年度～平成 年度）

発行日 平成 年３月
発 行 ふじみ野市福祉部障がい福祉課

〒 ふじみ野市福岡
電 話 ０ （直通）
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